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育児休業給付

Ⅰ 親の就労と
子どもの育成
の両立を支え
る支援

Ⅱ すべての子
どもの健やか
な育成を支える
対個人給付・
サービス

Ⅲ すべての子
どもの健やか
な育成の基盤
となる地域の取
組

《1兆3,100億円
→ 2兆3,900億円～3兆3,100億円》

※ 推計の前提にしたがって保育（現物給付）と育児休業給付（現金給付）に機

械的に割り振っているが、両者を切れ目なく支援する仕組みの設計によっては
この振り分けは変わってくることに留意。

《2兆5,700億円 → 2兆8,300億円》

《4,500億円 → 6,300億円》

保育サービス

放課後児童クラブ

1兆300億円

【追加所要額】

8,600億円～1兆5,300億円

出
産
手
当
金

育
児
休
業
給
付

2,800億円

2,000
～4,700億円

児童手当

児童扶養手当

特別児童扶養手当

出産育児一時金

2兆600億円

幼稚園

一時預かり

5,100億円

【
追
加
所
要
額
】

2,600億円

妊婦健診等

各種地域子育て支援

各種児童福祉サービス

放課後子ども教室

4,500億円

【
追
加
所
要
額
】

1,800億円

次世代育成支援の社会的コストの推計（給付の類型及び現金給付・現物給付別分類）

《2兆3,400億円
→2兆5,400億円～2兆8,100億円》

《1兆9,900億円
→3兆2,900億円～3兆9,600億円》

【現 行 給 付】

【現 行 給 付】

【現行給付】

現金給付 現物給付

保育サービス
放課後児童クラブ

【
追
加
所
要
額
】

育
児
休
業
給
付

一
時
預
か
り

妊婦健診
地域子育て支援拠点
放課後子ども教室

※ 児童手当については別途機械的に試算
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○ 支給額、支給対象年齢について各種の前提をおいた児童手当給付額の機械的試算

支
給
対
象
年
齢

一律3万円一律2万円一律1万円
現行

5兆7,800億円3兆8,500億円1兆9,300億円1兆2,700億円
中学校卒業まで

4兆6,200億円3兆800億円1兆5,400億円1兆500億円（現行）

小学校卒業まで

支 給 額

《+4,900億円》 《+2兆300億円》 《+3兆5,700億円》

《+8,800億円》 《+2兆8,000億円》 《+4兆7,300億円》《+2,200億円》

第1子、第2子 5,000円
第3子以降 10,000円
3歳未満児 一律10,000円

（支給対象年齢の児童に対する支給率をおおむね90%として試算）

支
給
対
象
年
齢

6兆4,400億円4兆2,900億円2兆1,500億円1兆4,000億円
中学校卒業まで

5兆1,400億円3兆4,200億円1兆7,100億円1兆1,600億円（現行）

小学校卒業まで 《+6,600億円》 《+2兆3,700億円》 《+4兆900億円》

《+1兆1,000億円》 《+3兆2,400億円》 《+5兆3,900億円》《+3,500億円》

（参考 ― 支給対象年齢の児童全員に支給した場合）

《+1,100億円》
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(11/4 第９回社会保障国民会議 提出資料 「社会保障制度に関する国民意識調査報告書」抜粋）
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参考資料
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① 給付内容
小学校修了前の児童を養育する者に対して、以下の手当を支給するもの。
《０～３歳未満》 １人につき10000円／月
《３歳～小学校修了前》 第１子・第２子：１人につき5000円／月、 第３子以降：１人つき10000円／月
※所得制限あり（サラリーマンの片働き夫婦＋子ども２人の４人世帯の場合860万円未満（収入ベース））

② 給付状況
支給対象児童数：約1,300万人（平成20年度予算ベース） ※支給対象年齢児童の約９０％をカバー

(1) 給付の概要

１ 児童手当
次世代育成支援に関する現金給付

○ 住所地の市町村の認定に基づき、当該市町村が支給。（※公務員は、所属庁の認定に基づき、当該所属庁が支給）

(2) 給付の仕組み（手続）

① 費用負担割合

給付額
約１兆300億円 （平成20年度予算ベース）

(3) 費用負担の概要

事
業
主

市

県
国

被 用 者

【国・県・市各1/10、事
業主7/10】 【国・県・市各1/3】

※特例給付は事業主10/10

国市

県

所属庁
（国・県・市）

公務員

【所属庁10/10】

国市

県

非被用者（自営等）

【国・県・市各1/3】

《３歳以上》《３歳未満》

※便宜上、都道府県は「県」と、市町村は「市」と標記


